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立入検査の重点項目

① 一般ガス導管事業者の自社工事に係るガス事業者の保安業務の実施体制、
関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項

② 一般ガス導管事業者の業務用施設における法定漏えい検査時の灯内内管
の設置状況、腐食状況等の確認の実施状況に関する事項

③ ガス小売事業者の消費段階における保安管理に関する事項
④ ガス導管に関する事項（経年管、耐震化対応）
⑤ 製造・供給における保安対策に関する事項（他工事事故対策含む）
⑥ 消費機器に関する周知及び調査に係る保安業務に関する事項
⑦ 規制見直し等の制度改正に関する事項
⑧ サイバーセキュリティの確保に係るガス事業者の保安業務の実施体制、
関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項

⑨ 地震時の緊急停止基準に係るガス事業者の保安業務の実施体制、
関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項



令和７年度の立入検査実施状況
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立入検査の実施状況

R3FY R4FY R5FY R6FY R7FY

一般ガス導管事業 3 8 5 7 8

特定ガス導管事業 0 3 1 0 1

ガス製造事業 0 1 0 ０ 1

ガス事故を発生させた事業
者

1 １ 0 0 0

計 ４ １３ ６ ７ １０

※R7FYは令和８年１月３１日現在（予定含む）
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指摘事項の件数

工作物に関すること
点検・検査等
に関すること

保安管理者等の
職務に関すること

規程・要領等
に関すること

教育・訓練
に関すること

指摘件数 ０件 0件 0件 ６件 0件

令和７年度の立入検査実施結果
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令和７年度の立入検査実施結果

工作物に関す
ること

・特になし

点検・検査等
に関すること

・特になし

保安管理者等
の職務に関す
ること

・特になし

規程・要領等
に関すること

・保安規程と保安業務規程に規定されている保安組織と職務内容、緊急時の措
置及び教育内容に実態との乖離がみられるので見直しを求めたもの

教育・訓練に
関すること

・特になし

☆一般ガス導管事業等



令和７年度の立入検査について

今年度の立入検査では
・保安規程と保安業務規程に規定されている内容について、実態との整
合性について指摘しました。
・特定製造所内に不要な物が置かれていないか確認し、指摘しました。

各事業者様におかれましては、今一度記録・規程類の見直しとガス工作
物及び周辺環境の整備をお願いいたします。

立入検査の実施に当たりましては、引き続き、御理解・御協力いただき
ますようよろしくお願いいたします。
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